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芦
屋
市
条
例
第
 
 
号
 

 
 

 
 

使
用
料
・
手
数
料
等
の
適
正
化
に
係
る
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
 

 
  （

芦
屋

市
立

打
出

教
育

文
化

セ
ン

タ
ー

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
２

条
 

芦
屋

市
立

打
出

教
育

文
化

セ
ン

タ
ー

条
例

（
平

成
２

年
芦

屋
市

条
例

第
２

１
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

  
次

の
表

中
下

線
又

は
太

枠
の

表
示

部
分

（
以

下
改

正
前

の
欄

に
あ

っ
て

は
「

改
正

前
部

分
」

と
、

改
正

後
の

欄
に

あ
っ

て
は

「
改

正
後

部
分

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
1
)
 

改
正

前
部

分
及

び
そ

れ
に

対
応

す
る

改
正

後
部

分
が

存
在

す
る

と
き

は
、

当
該

改
正

前
部

分
を

当
該

改
正

後
部

分
に

改
め

る
。

 

 
(
2
)
 

改
正

前
部

分
の

み
存

在
す

る
と

き
は

、
当

該
改

正
前

部
分

を
削

る
。

 

 
(
3
)
 

改
正

後
部

分
の

み
存

在
す

る
と

き
は

、
当

該
改

正
後

部
分

を
加

え
る

。
 

 

改
正

後
 

改
正

前
 

別
表

（
第

６
条

関
係

）
 

別
表

（
第

６
条

関
係

）
 

施
設

使
用

料
金

表
 

施
設

使
用

料
金

表
 

室
名

 
広

さ
 
収

容
人

員
 

使
用

料
金

 

会
議

室
・

和
室

 
午

前
９

時
～

正
午

 

正
午

～
午

後

６
時

 

午
後

６
時

～

午
後

９
時

 

大
会

議
室

 
１

３
５

m
２
 

７
２

人
 １

時
間

に
つ

き
１

，
７

４
０

円
 

１
時

間
に

つ

き
１

，
５

２
０

円
 

１
時

間
に

つ

き
１

，
９

４
０

円
 

小
会

議
室

 
５

０
m
２
 ２

４
人

 １
時

間
に

つ

き
５

６
０

円
 

１
時

間
に

つ

き
５

１
０

円
 

１
時

間
に

つ

き
６

６
０

円
 

和
室

 
１

８
畳

 １
８

人
 １

時
間

に
つ

き
８

８
０

円
 

１
時

間
に

つ

き
７

５
０

円
 

１
時

間
に

つ

き
９

７
０

円
 

室
名

 
広

さ
 
収

容
人

員
 

使
用

料
金

 

会
議

室
・

和
室

 
午

前
９

時
～

正
午

 

正
午

～
午

後

６
時

 

午
後

６
時

～

午
後

９
時

 

大
会

議
室

 
１

３
５

m
２
 

７
２

人
 １

時
間

に
つ

き
１

，
４

５
０

円
 

１
時

間
に

つ

き
１

，
２

７
０

円
 

１
時

間
に

つ

き
１

，
６

２
０

円
 

小
会

議
室

 
５

０
m
２
 ２

４
人

 １
時

間
に

つ

き
４

７
０

円
 

１
時

間
に

つ

き
４

３
０

円
 

１
時

間
に

つ

き
５

５
０

円
 

和
室

 
１

８
畳

 １
８

人
 １

時
間

に
つ

き
７

４
０

円
 

１
時

間
に

つ

き
６

３
０

円
 

１
時

間
に

つ

き
８

１
０

円
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改
正

後
 

改
正

前
 

調
理

ス
ペ

ー

ス
 

４
８

m
２
 １

７
人

 
午

前
９

時
～

正
午

 

正
午

～
午

後

２
時

３
０

分
 

午
後

２
時

３

０
分

～
午

後

５
時

 

３
，

４
５

０ 円

２
，

８
８

０ 円

２
，

８
８

０ 円
 

調
理

ス
ペ

ー

ス
 

４
８

m
２
 １

７
人

 
午

前
９

時
～

正
午

 

正
午

～
午

後

２
時

３
０

分
 

午
後

２
時

３

０
分

～
午

後

５
時

 

２
，

８
８

０ 円

２
，

４
０

０ 円

２
，

４
０

０ 円
 

備
考

 
（

略
）

 
備

考
 

（
略

）
 

 

（
芦

屋
市

立
学

校
使

用
条

例
の

一
部

改
正

）
 

第
３

条
 

芦
屋

市
立

学
校

使
用

条
例

（
昭

和
２

７
年

芦
屋

市
条

例
第

９
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

  
次

の
表

中
下

線
又

は
太

枠
の

表
示

部
分

（
以

下
改

正
前

の
欄

に
あ

っ
て

は
「

改
正

前
部

分
」

と
、

改
正

後
の

欄
に

あ
っ

て
は

「
改

正
後

部
分

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
(
1
)
 

改
正

前
部

分
及

び
そ

れ
に

対
応

す
る

改
正

後
部

分
が

存
在

す
る

と
き

は
、

当
該

改
正

前
部

分
を

当
該

改
正

後
部

分
に

改
め

る
。

 

 
(
2
)
 

改
正

前
部

分
の

み
存

在
す

る
と

き
は

、
当

該
改

正
前

部
分

を
削

る
。

 

 
(
3
)
 

改
正

後
部

分
の

み
存

在
す

る
と

き
は

、
当

該
改

正
後

部
分

を
加

え
る

。
 

 

改
正

後
 

改
正

前
 

第
５

条
 

使
用

を
許

可
さ

れ
た

者
は

次
の

種
別

に
よ

り
使

用
料

を
納

付
し

な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

第
５

条
 

使
用

を
許

可
さ

れ
た

者
は

次
の

種
別

に
よ

り
使

用
料

を
納

付
し

な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

種
別

 
使

用
料

 

昼
間

 

自
午

前
８

時
 

至
午

後
５

時
 

夜
間

 

自
午

後
５

時
 

至
午

後
９

時
３

０

分
 

昼
夜

間
 

自
午

前
８

時
 

至
午

後
９

時
３

０

分
 

講
堂

 
 

４
，

３
２

０
円

 

   

 
５

，
７

６
０

円
 
１

０
，

０
８

０
円

 

種
別

 
使

用
料

 

昼
間

 

自
午

前
８

時
 

至
午

後
５

時
 

夜
間

 

自
午

後
５

時
 

至
午

後
９

時
３

０

分
 

昼
夜

間
 

自
午

前
８

時
 

至
午

後
９

時
３

０

分
 

講
堂

 
 

 
 

 
 

 

Ａ
（

精
小

、

宮
小

）
 

３
，

６
０

０
円

４
，

８
０

０
円

８
，

４
０

０
円

Ｂ
（

そ
の

他
２

，
４

０
０

円
３

，
６

０
０

円
６

，
０

０
０

円
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改
正

後
 

改
正

前
 

 

遊
戯

室
 

２
，

１
６

０
円

２
，

８
８

０
円

５
，

０
４

０
円

教
室

そ
の

他
の

室
１

教
室

に
つ

き
 

１
，

７
２

０
円

２
，

５
９

０
円

４
，

３
１

０
円

校
庭

 
午

前
 

１
，

４
４

０
円

午
後

 
１

，
４

４

０
円

２
，

１
６

０
円

３
，

６
０

０
円

 

の
学

校
）

 

遊
戯

室
 

１
，

８
０

０
円

２
，

４
０

０
円

４
，

２
０

０
円

教
室

そ
の

他
の

室
１

教
室

に
つ

き
 

１
，

４
４

０
円

２
，

１
６

０
円

３
，

６
０

０
円

校
庭

 
午

前
 

１
，

２
０

０
円

午
後

 
１

，
２

０

０
円

１
，

８
０

０
円

３
，

０
０

０
円

 

２
 

（
略

）
 

２
 

（
略

）
 

 

（
芦

屋
市

特
定

教
育

・
保

育
施

設
及

び
特

定
地

域
型

保
育

事
業

の
保

育
料

等
に

関
す

る
条

例
の

一
部

改
正

）
 

第
１

３
条

 
芦

屋
市

特
定

教
育

・
保

育
施

設
及

び
特

定
地

域
型

保
育

事
業

の
保

育
料

等
に

関
す

る
条

例
（

平
成

２
７

年
芦

屋
市

条
例

第
１

２
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

  
次

の
表

中
下

線
又

は
太

枠
の

表
示

部
分

（
以

下
改

正
前

の
欄

に
あ

っ
て

は
「

改
正

前
部

分
」

と
、

改
正

後
の

欄
に

あ
っ

て
は

「
改

正
後

部
分

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
1
)
 

改
正

前
部

分
及

び
そ

れ
に

対
応

す
る

改
正

後
部

分
が

存
在

す
る

と
き

は
、

当
該

改
正

前
部

分
を

当
該

改
正

後
部

分
に

改
め

る
。

 

 
(
2
)
 

改
正

前
部

分
の

み
存

在
す

る
と

き
は

、
当

該
改

正
前

部
分

を
削

る
。

 

 
(
3
)
 

改
正

後
部

分
の

み
存

在
す

る
と

き
は

、
当

該
改

正
後

部
分

を
加

え
る

。
 

 

改
正

後
 

改
正

前
 

別
表

第
２

（
第

４
条

－
第

５
条

の
２

関
係

）
 

別
表

第
２

（
第

４
条

－
第

５
条

の
２

関
係

）
 

１
 

預
か

り
保

育
料

 
１

 
預

か
り

保
育

料
 

(
1
)
 

市
立

幼
稚

園
 

(
1
)
 

市
立

幼
稚

園
 

区
分

 
預

か
り

保
育

料
 

春
季

、
夏

季
及

び
冬

季
の

休
業

日
 

日
額

１
，

０
８

０
円

上
記

以
外

の
日

 
日

額
５

０
０

円
 

区
分

 
預

か
り

保
育

料
 

春
季

、
夏

季
及

び
冬

季
の

休
業

日
 

日
額

９
０

０
円

上
記

以
外

の
日

 
日

額
４

５
０

円
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改
正

後
 

改
正

前
 

 
 
 
(
2
)
 

市
立

認
定

こ
ど

も
園

 
（

略
）

 
(
2
)
 

市
立

認
定

こ
ど

も
園

 
（

略
）

 

 
２

 
延

長
保

育
料

・
３

 
病

児
保

育
料

 
（

略
）

 
２

 
延

長
保

育
料

・
３

 
病

児
保

育
料

 
（

略
）

 

 
 

備
考

 
（

略
）

 
備

考
 

（
略

）
 

 附
 

則
 

 
（

施
行

期
日

）
 

１
 

こ
の

条
例

は
、

令
和

８
年

７
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
（

芦
屋

市
立

打
出

教
育

文
化

セ
ン

タ
ー

条
例

の
一

部
改

正
に

伴
う

経
過

措
置

）
 

３
 

こ
の

条
例

の
施

行
の

際
、

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
芦

屋
市

立
打

出
教

育
文

化
セ

ン
タ

ー
条

例
の

規
定

に
基

づ
い

て
使

用
許

可
を

受
け

て
い

る
者

に
係

る
使

用
料

の
額

は
、

改
正

後
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

。
 

（
芦

屋
市

立
学

校
使

用
条

例
の

一
部

改
正

に
伴

う
経

過
措

置
）

 

４
 

こ
の

条
例

の
施

行
の

際
、

第
３

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
芦

屋
市

立
学

校
使

用
条

例
の

規
定

に
基

づ
い

て
使

用
許

可
を

受
け

て
い

る
者

に
係

る
使

用
料

の
額

は
、

改
正

後
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

。
 

（
芦

屋
市

特
定

教
育

・
保

育
施

設
及

び
特

定
地

域
型

保
育

事
業

の
保

育
料

等
に

関
す

る
条

例
の

一
部

改
正

に
伴

う
経

過
措

置
）

 
１

４
 

第
１

３
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

芦
屋

市
特

定
教

育
・

保
育

施
設

及
び

特
定

地
域

型
保

育
事

業
の

保
育

料
等

に
関

す
る

条
例

別
表

第
２

の

規
定

は
、

令
和

８
年

７
月

以
後

の
月

分
の

預
か

り
保

育
料

に
つ

い
て

適
用

し
、

同
年

６
月

分
ま

で
の

預
か

り
保

育
料

に
つ

い
て

は
、

な
お

従
前

の

例
に

よ
る

。
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〇〇-〇 

参 照  

 

 

使用料・手数料等の適正化に係る関係条例の整備に関する条例要綱 

 

 

１ 改正の趣旨 

  行政サービスの利用者と非利用者の負担の公平性を確保する観点から、使用料・

手数料等の適正化を図るため，この条例を制定しようとするもの。 

 

２ 改正の内容 

(1) 行政サービスの提供に係る費用に対し適正な負担を求めるため、次に掲げる手

数料及び使用料の額を引き上げる。 

 

ア 打出教育文化センター使用料関係（第２条関係） 

室名・使用区分 改正案（円） 現 行（円） 

大会議室  

午前９時～正午 

（１時間につき） 
１，７４０ １，４５０ 

正午～午後６時 

（１時間につき） 
１，５２０ １，２７０ 

午後６時～午後９時 

（１時間につき） 
１，９４０ １，６２０ 

小会議室 

午前９時～正午 

（１時間につき） 
５６０ ４７０ 

正午～午後６時 

（１時間につき） 
５１０ ４３０ 

午後６時～午後９時 

（１時間につき） 
６６０ ５５０ 

和室 

午前９時～正午 

（１時間につき） 
８８０ ７４０ 

正午～午後６時 

（１時間につき） 
７５０ ６３０ 

午後６時～午後９時 

（１時間につき） 
９７０ ８１０ 

調理スペ

ース 

午前９時～正午 ３，４５０ ２，８８０ 

正午～午後２時３０分 ２，８８０ ２，４００ 

午後２時３０分～午後５時 ２，８８０ ２，４００ 
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イ 学校使用料関係（第３条関係） 

種 別 時間帯区分 改正案(円) 現 行(円) 

講堂 

午前８時～午後５時 ４，３２０ 

精道小 

宮川小 
３，６００ 

その他

の学校 
２，４００ 

午後５時～午後９時３０分 ５，７６０ 

精道小 

宮川小 
４，８００ 

その他

の学校 
３，６００ 

午前８時～午後９時３０分 １０，０８０ 

精道小 

宮川小 
８，４００ 

その他

の学校 
６，０００ 

遊戯室 

午前８時～午後５時 ２，１６０ １，８００ 

午後５時～午後９時３０分 ２，８８０ ２，４００ 

午前８時～午後９時３０分 ５，０４０ ４，２００ 

教室そ

の他の

室１教

室につ

き 

午前８時～午後５時 １，７２０ １，４４０ 

午後５時～午後９時３０分 ２，５９０ ２，１６０ 

午前８時～午後９時３０分 ４，３１０ ３，６００ 

校庭 

午前８時 

～午後５時 

午前 １，４４０ １，２００ 

午後 １，４４０ １，２００ 

午後５時～午後９時３０分 ２，１６０ １，８００ 

午前８時～午後９時３０分 ３，６００ ３，０００ 

 

ウ 市立幼稚園預かり保育料関係（第１３条関係） 

名 称 改正案（円） 現 行（円） 

市立幼稚園の預かり保育料 

（春季、夏季及び冬季の休業日） 
１，０８０ ９００ 

市立幼稚園の預かり保育料 

（上記以外の日） 
５００ ４５０ 
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３ 施行期日等 

(1) 令和８年７月１日 

(2)  経過措置 

ア ２(1)ウによる改正後の規定は、令和８年７月以後の月分の預かり保育料に

ついて適用し、同年６月分までの預かり保育料については、なお従前の例によ

る。 

イ その他の施設等使用料について、この条例の施行の際、改正前のそれぞれの

規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の規定に

かかわらず、なお従前の例による。 
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